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  ◆ 障がい者および高齢者の公の施設の使用料の減免 

        市内に住所を有する障がいのある方および高齢の方が個人で次の施設を利用する場合 

       には，使用料が障がいのある方は無料，高齢の方は半額となります。 

＜対象施設＞ 

施   設   名 所 在 地（電話番号） 備    考 

総合保健センター 五稜郭町２３番１号   (☎32-1515) 健康増進センターに限る 

灯台資料館 恵山岬町８０番地９      (☎86-2115) 現在休館中 

根崎公園アーチェリー場 湯川町３丁目６番        (☎21-3475) 電話番号は市役所スポーツ振興課 

志海苔ふれあい広場パークゴルフ場 志海苔町２９４番地１    (☎58-2984)  

すずらんの丘公園パークゴルフ場 滝沢町９３番            (☎31-6117)  

恵山シーサイドパークゴルフ場 高岱町５９番地１        (☎85-2789)  

熱帯植物園 湯川町３丁目１番１５号  (☎57-7833)  

旧函館区公会堂 元町１１番１３号        (☎22-1001)  

北方民族資料館 末広町２１番７号        (☎22-4128)  

文学館 末広町２２番５号        (☎22-9014)  

博物館 青柳町１７番１号        (☎23-5480)  

博物館郷土資料館（旧金森洋物店） 末広町１９番１５号      (☎23-3095)  

縄文文化交流センター 臼尻町５５１番地１   (☎25-2030)  

南茅部プール 尾札部町１６０８番地１   (☎63-2269)  

函館市民スケート場 金堀町１０番８号    (☎54-5233)  

旧イギリス領事館 元町 33番１４号       (☎27-8159)  

白石公園パークゴルフ場 白石町２０８番地       (☎58-4880)  

青函連絡船記念館摩周丸 若松町１２番地先公有水面  (☎27-2500)  

箱館奉行所 五稜郭町４４番３号      (☎51-2864)  

函館アリーナ 湯川町１丁目３２番２号  (☎57-3141)  

勤労者総合福祉センター 大森町２番１４号        (☎23-2556) アリーナ，軽体育室及び和室研修室に限る 

千代台公園陸上競技場 千代台町２２番２４号    (☎55-1900) 附属施設を除く，現在休場中(R5年度末まで) 

千代台公園弓道場 千代台町２７番８号      (☎53-4322)  

北洋資料館 五稜郭町３７番８号      (☎55-3455)  

市民プール 千代台町２２番２５号    (☎52-7452)  

 

＜利用方法＞ 

障がいのある方は，身体障害者手帳，療育手帳または精神障害者保健福祉手帳，また，６５歳以

上の方は，健康保険証や運転免許証など，住所，氏名および生年月日を証明する書面を持参のうえ

上記各施設（根崎公園アーチェリー場，千代台公園弓道場を除く。）または，下記の窓口で申請手

続きをしてください。 

申請書類等を確認後，どの対象施設でも提示するだけで使用料の特例が受けられる「公の施設利

用者証」を交付いたします。 

 

        教育委員会生涯学習部生涯学習文化課 (☎ 21 – 3444   FAX 27 - 7217) 

障がい保健福祉課  (☎ 21 - 3264)，高齢福祉課        (☎ 21 - 3025) 

亀田福祉課     (☎ 45 - 5481)，湯川福祉課     (☎ 57 - 6170) 

銭亀沢支所     (☎ 58 - 2111)，公民館        (☎ 22 - 3320) 

戸井教育事務所   (☎ 82 – 3150)，恵山教育事務所    (☎ 85 - 2222) 

椴法華教育事務所  (☎ 86 – 2451)，南茅部教育事務所  (☎ 25 - 3789) 

窓口 
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１１ 郵便等による不在者投票について  

      

身体の障がい等により投票所へ行けない方は，郵便等で不在者投票をする制度があり 

ます。 

  身体障害者手帳，戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で，次のいずれかに 

該当する方が対象となります。 

  

１ 本人が自分で投票用紙に記載できる場合 

  （次の障がいの程度（○印）または要介護状態区分に該当する方） 

身 体 

障害者 

手 帳 

障 が い 名 
障がいの程度 

１級 ２級 ３級 

両下肢・体幹・移動機能の障がい ○ ○ × 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい ○ ― ○ 

免疫・肝臓の障がい ○ ○ ○ 

 

戦傷 

病者 

手帳 

障 が い 名 
障がいの程度 

特別項症 第１項症 第２項症 第３項症 

両下肢・体幹の障がい ○ ○ ○ × 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障

がい 
○ ○ ○ ○ 

 

介護保険の被保険者証 
要介護状態区分 

要介護５ 

     

２ 本人が自分で投票用紙に記載できない場合 

  

   上記１の障がいの程度（○印）または要介護状態区分のいずれかに該当し，さらに，身体障害 

者手帳または戦傷病者手帳の下記の障がいに該当する方は，あらかじめ代理記載人を届け出るこ 

とで，投票の際，選挙人本人に代わって候補者名等を記載させることができます。 

 

身体障害者手帳 上肢または視覚の障がいの程度が１級 

戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第２項症まで 

 

※ 手帳の記載内容が上記の「障がいの程度」に該当するかどうか不明なときは，選挙管理委員会

にお問い合わせください。 

   

※ 郵便等による不在者投票は，あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い，「郵便等投票証明書」 

 の交付を受ける必要があります。この「郵便等投票証明書」の有効期限は，交付の日から７年間

です。 

  ただし，要介護者は介護認定の有効期間の末日までとなっており，介護保険被保険者証更新の

度に再交付申請が必要です。 

  いずれの場合も有効期限が切れた場合や紛失した場合は，再交付申請が必要です。 

  詳しくは，選挙管理委員会にお問い合わせください。 

 

函館市東雲町４番１３号 (☎ 21 - 3592   FAX 22 - 3596) 

 函館市選挙管理委員会事務局 函館市役所８階 

（各支所では受け付けておりません。） 

 

窓口  
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